
赤穂市告示第３４号 

 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項の規

定により赤穂農業振興地域整備計画を変更したので、同条第４項において準用する同

法第１２条第１項の規定により公告し、同条第２項の規定により変更後の赤穂農業振

興地域整備計画書を下記のとおり縦覧に供する。 

 

令和８年６月２４日 

 

赤穂市長 牟  正 稔     

  

記 

 

 １ 変更理由 

 新田地区、上浜市地区のほ場整備事業実施に伴う農用地区域編入のため 

 

 ２ 変更箇所 

 農用地区域へ編入する土地に該当地番を追加 

 

 ３ 縦覧の場所 

    赤穂市産業振興部農林水産課（赤穂市役所２階）及び市ホームページ 

 

 ４ 縦覧を開始する日 

    令和８年６月２５日（木） 

 


